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（証券コード5464）
令和２年６月４日

株 主 各 位
本 店 大 阪 府 河 内 長 野 市 楠 町 東 1615 番 地
本社事務所 大阪府大阪市中央区難波５丁目１番60号
　

　
代表取締役社長 森 宏 明

　
　第78期定時株主総会招集ご通知

　
拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。
　さて、当社第78期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。

　なお、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の感染が拡大している状況を踏まえまして、
株主様の安全確保及び新型コロナウイルス感染拡大防止のために、株主様には可能な限り書面に
よる議決権の事前行使をお願い申しあげるとともに、当日のご出席を検討されている株主様にお
かれましては、当日までの健康状態にもご留意いただき、くれぐれもご無理なされないようにお
願いいたします。また、株主総会にご来場される株主様におかれましては、マスク着用などの対
策をお願い申しあげます。併せて、当社の判断に基づき、株主総会会場において新型コロナウイ
ルス感染予防のための措置を講じる場合もございますので、ご協力のほどお願い申しあげます。

　書面による議決権の事前行使にあたっては、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討く
ださいまして、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、令和２年６月24日（水曜日）
午後５時までに到着するようご送付いただきたくお願い申しあげます。

敬 具
記

１．日 時 令和２年６月25日（木曜日）午前10時
２．場 所 大阪府河内長野市楠町東1615番地

当社本店４階ホール
（末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。）
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３．目 的 事 項
報 告 事 項 １．第78期（平成31年４月１日から令和２年３月31日まで）事業報告

の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査等委員会の
連結計算書類監査結果報告の件

２．第78期（平成31年４月１日から令和２年３月31日まで）計算書類
の内容報告の件

決 議 事 項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 定款一部変更の件
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件
第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
第５号議案 退任取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対し退職慰労金贈呈

の件
第６号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額改定の件

以 上
　
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますよ
うお願い申しあげます。
◎本招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、連結計算書類の「連結注記表」及び計算書類の
「個別注記表」につきましては、法令及び当社定款第13条の規定に基づき、インターネット上
の当社ウェブサイト（https://www.mory.co.jp/）に掲載しておりますので、本招集ご通知
の添付書類には記載しておりません。なお、本招集ご通知の添付書類に記載しております連結
計算書類及び計算書類は、会計監査人及び監査等委員会が会計監査報告及び監査報告の作成に
際して監査した連結計算書類及び計算書類の一部であります。
◎株主総会参考書類並びに事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正が生じた場合は、インタ
ーネット上の当社ウェブサイト（https://www.mory.co.jp/）に掲載させていただきます。
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株主総会参考書類
議案及び参考事項
第１号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当事業年度の期末配当につきましては、今後の事業展開及び経営環境を勘案いたしま
して、以下のとおりといたしたいと存じます。
（1）株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金60円 総額470,834,820円
（2）剰余金の配当が効力を生じる日

令和２年６月26日
第２号議案　定款一部変更の件
（1）提案の理由

当社では令和元年12月13日の取締役会において、経営環境の変化に迅速に対応す
るための経営体制の改革施策として、執行役員制度の導入を決定いたしました。こ
れにより、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離し、取締役会の監督
機能の強化、業務執行の責任の明確化、並びに迅速な意思決定ができるよう、現行
定款第17条の取締役の員数を15名以内より７名以内に変更するとともに、第21条
の取締役副社長、専務取締役、常務取締役の役付取締役を廃止いたします。
また、変更案第33条において執行役員に関する規定を新設し、これに伴う条数の
変更を行うものであります。

（2）変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。

（下線は変更部分）
現 行 定 款 変 更 案
第１章 総 則 第１章 総 則

第１条～第４条（条文省略） 第１条～第４条（現行どおり）
第２章 株 式 第２章 株 式

第５条～第10条（条文省略） 第５条～第10条（現行どおり）
第３章 株主総会 第３章 株主総会

第11条～第15条（条文省略） 第11条～第15条（現行どおり）
第４章 取締役および取締役会 第４章 取締役および取締役会

第16条（条文省略）
第17条（取締役の員数）
　当会社の取締役（監査等委員である取締役を除
く。）は、15名以内とする。
第18条～第20条（条文省略）
第21条（代表取締役及び役付取締役）
　取締役会は、その決議によって、取締役（監査等
委員である取締役を除く。）の中から代表取締役を

第16条（現行どおり）
第17条（取締役の員数）
　当会社の取締役（監査等委員である取締役を除
く。）は、７名以内とする。
第18条～第20条（現行どおり）
第21条（代表取締役及び役付取締役）
　取締役会は、その決議によって、取締役（監査等
委員である取締役を除く。）の中から代表取締役を
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現 行 定 款 変 更 案
選定する。
2 取締役会は、その決議によって、取締役（監査等
委員である取締役を除く。）の中から取締役会長、
取締役社長各1名、取締役副社長、専務取締役、常
務取締役各若干名を選定することができる。
第22条～第28条（条文省略）

選定する。
2 取締役会は、その決議によって、取締役（監査等
委員である取締役を除く。）の中から取締役会長、
取締役社長、取締役相談役各1名を選定することが
できる。
第22条～第28条（現行どおり）

第５章 監査等委員 第５章 監査等委員
第29条～第32条（条文省略） 第29条～第32条（現行どおり）

（新 設） 第６章 執行役員
第33条（執行役員）
　当会社は取締役会の決議によって執行役員を定
め、業務を分担して執行させることができる。
2 執行役員に関する事項は、取締役会において定め
る執行役員規程による。

第６章 会計監査人 第７章 会計監査人
第33条～第35条（条文省略） 第34条～第36条（現行どおり）

第７章 計 算 第８章 計 算
第36条～第39条（条文省略） 第37条～第40条（現行どおり）
附 則（条文省略） 附 則（現行どおり）

第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件
本総会終結の時をもって取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案にお
いて同じ。）９名全員が任期満了となり、うち森信司、桝田克彦、竹谷佳久、元山耕一
及び北山裕康の各氏は本総会終結の時をもって退任となります。つきましては、改めて
取締役４名の選任をお願いいたしたいと存じます。なお、退任取締役の各氏は、本総会
後の取締役会において執行役員に就任の予定であります。
取締役候補者は次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
生 年 月 日

略歴、地位、担当及び
重 要 な 兼 職 の 状 況

所有する当社
の株式の数

１

森
もり
　 宏

ひろ
　 明

あき

昭和35年８月27日生
再任

昭和64年１月 当社入社
平成２年４月 モリ金属株式会社

代表取締役社長
平成２年６月 当社取締役
平成６年６月 当社常務取締役
平成８年６月 当社専務取締役
平成８年７月 当社代表取締役専務
平成12年６月 当社代表取締役社長（現任）

85,683株

【取締役候補者とした理由】
平成12年６月より代表取締役社長を務め、長年にわたり企業経営者として当社の企業価値向上に貢献
し、当社の経営全般に豊富な経験を有していることから、引き続き取締役候補者といたしました。
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候補者
番 号

氏 名
生 年 月 日

略歴、地位、担当及び
重 要 な 兼 職 の 状 況

所有する当社
の株式の数

２

松
まつ
　 本

もと
　 秀

ひで
　 彦

ひこ

昭和28年８月26日生
再任

平成９年４月 当社入社
平成11年４月 当社第二製造部長
平成14年２月 当社水海道工場長
平成15年６月 当社取締役
平成23年２月 関東モリ工業株式会社

代表取締役社長
平成23年４月 当社常務取締役（現任）
〈担当〉
技術・製造部門担当

5,000株

【取締役候補者とした理由】
これまで第二製造部長、水海道工場長を歴任し、現在は技術部門及び製造部門担当を務めており、当
社における豊富な業務経験、経営全般に関する高い知見を有していることから、引き続き取締役候補
者といたしました。

３

浅
あさ
　 野

の
　 弘

ひろ
　 明

あき

昭和30年３月６日生
再任

昭和55年２月 当社入社
平成８年４月 当社東京支店ステンレス部長
平成16年６月 株式会社ニットク

代表取締役社長
平成16年７月 当社東京支店長
平成22年６月 当社取締役
平成26年６月 当社常務取締役（現任）
〈担当〉
営業部門担当

5,300株

【取締役候補者とした理由】
これまで東京支店ステンレス部長、東京支店長を歴任し、現在は営業部門担当を務めており、当社に
おける豊富な業務経験、経営全般に関する高い知見を有していることから、引き続き取締役候補者と
いたしました。

４

中
なか
　 西

にし
　 正

まさ
　 人

と

昭和32年５月３日生
再任

昭和56年４月 当社入社
平成12年８月 当社財務部長
平成19年３月 当社人事部長
平成23年７月 当社総務部長
平成24年６月 当社取締役
令和元年６月 当社常務取締役（現任）
〈担当〉
管理部門担当

4,400株

【取締役候補者とした理由】
これまで財務部長、人事部長、総務部長を歴任し、現在は管理部門担当を務めており、当社における
豊富な業務経験、経営全般に関する高い知見を有していることから、引き続き取締役候補者といたし
ました。

（注）各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
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第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
本総会終結の時をもって監査等委員である取締役小池裕樹、林修一及び岩崎泰史の各
氏が任期満了となりますので、監査等委員である取締役３名の選任をお願いいたしたい
と存じます。
なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役候補者は次のとおりであります。

　

候補者
番 号

氏 名
生 年 月 日

略歴、地位、担当及び
重 要 な 兼 職 の 状 況

所有する当社
の株式の数

１

小
こ
　 池

いけ
　 裕

ひろ
　 樹

き

昭和46年３月６日生
再任

社外 独立

平成12年４月 弁護士登録
平成16年１月 さくら法律事務所 代表弁護士（現

任）
平成17年６月 当社監査役
平成23年６月 シード平和株式会社 社外監査役

（現任）
平成27年６月 ミートフーズサービス株式会社 監

査役（現任）
平成28年６月 当社取締役（監査等委員）（現任）
令和元年10月 大同化工機工業株式会社 社外取締

役（現任）
〈重要な兼職の状況〉
さくら法律事務所 代表弁護士
シード平和株式会社 社外監査役
ミートフーズサービス株式会社 監査役
大同化工機工業株式会社 社外取締役

1,500株

【社外取締役候補者とした理由】
これまで社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与された経験はありませ
んが、弁護士としての専門的な知見を有しており、当社の業務執行に対する監査・監督を適切に遂行
できるものと判断し、引き続き監査等委員である取締役候補者といたしました。なお、同氏の当社監
査等委員である社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって４年となります。
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候補者
番 号

氏 名
生 年 月 日

略歴、地位、担当及び
重 要 な 兼 職 の 状 況

所有する当社
の株式の数

２

林
はやし
　 修

しゅう
　 一

いち

昭和45年11月25日生
再任

社外 独立

平成18年５月 公認会計士登録
平成18年10月 公認会計士・税理士林恭造事務所入

所
平成19年４月 税理士登録
平成20年３月 株式会社トータル・プランニング・

サービス 代表取締役社長（現任）
平成20年６月 当社監査役
平成21年６月 株式会社大阪第一食糧 社外取締役

（現任）
平成23年６月 大阪地下街株式会社 社外監査役

（現任）
平成24年１月 林公認会計士事務所 代表（現任）
平成25年３月 ハンズコンサルティング株式会社

代表取締役社長
平成27年11月 株式会社みどりトータル・ヘルス研

究所 監査役（現任）
平成28年６月 当社取締役（監査等委員）（現任）
平成29年11月 株式会社久我 監査役（現任）
平成30年11月 富士化学株式会社 監査役（現任）
〈重要な兼職の状況〉
林公認会計士事務所 代表
株式会社トータル・プランニング・サービス 代表
取締役社長
株式会社大阪第一食糧 社外取締役
大阪地下街株式会社 社外監査役
株式会社みどりトータル・ヘルス研究所 監査役
株式会社久我 監査役
富士化学株式会社 監査役

―株

【社外取締役候補者とした理由】
これまでの企業経営者としての豊富な経験に加え、公認会計士及び税理士としての専門的な知見を有
しており、当社の業務執行に対する監査・監督を適切に遂行できるものと判断し、引き続き監査等委
員である取締役候補者といたしました。なお、同氏の当社監査等委員である社外取締役としての在任
期間は、本総会終結の時をもって４年となります。
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候補者
番 号

氏 名
生 年 月 日

略歴、地位、担当及び
重 要 な 兼 職 の 状 況

所有する当社
の株式の数

３

岩
いわ
　 崎

さき
　 泰

たい
　 史

し

昭和43年11月10日生
再任

社外 独立

平成４年10月 センチュリー監査法人入社（現
EY新日本有限責任監査法人）

平成９年４月 公認会計士登録
平成９年６月 センチュリー監査法人退職
平成９年７月 岩崎泰史公認会計士事務所 代表

（現任）
平成９年８月 税理士登録
平成27年６月 当社監査役
平成28年６月 当社取締役（監査等委員）（現任）
〈重要な兼職の状況〉
岩崎泰史公認会計士事務所 代表

―株

【社外取締役候補者とした理由】
これまで社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与された経験はありませ
んが、公認会計士及び税理士としての専門的な知見を有しており、当社の業務執行に対する監査・監
督を適切に遂行できるものと判断し、引き続き監査等委員である取締役候補者といたしました。なお、
同氏の当社監査等委員である社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって４年となりま
す。

　

（注）１．各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．各候補者は社外取締役候補者であります。
３．当社は、上記各氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ており、各氏が再任された場合には、各氏は引き続き独立役
員となる予定であります。なお、小池裕樹氏が所属するさくら法律事務所との間で法律顧問契約を締結しておりますが，過
去３年間の平均でその年間取引金額は10百万円未満であり，かつ，さくら法律事務所の年間売上高の１％未満となっており
ます。
４．当社は、上記各氏との間で会社法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償
責任限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額であり、各氏が再任された場合には、各氏との間で当該契約
を継続する予定であります。
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第５号議案 退任取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対し退職慰労金贈呈の件
本総会終結の時をもって、任期満了により取締役（監査等委員である取締役を除く。
以下、本議案において同じ。）を退任される森信司、桝田克彦、竹谷佳久、元山耕一及
び北山裕康の各氏に対し、在任中の労に報いるため、当社における一定の基準に従い、
相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法
等は取締役会にご一任願いたいと存じます。
退任取締役の略歴は次のとおりであります。

氏 名 略 歴

森
もり
　 信

しん
　 司

じ
平成13年６月 当社取締役（現任）

桝
ます
　 田

だ
　 克

かつ
　 彦

ひこ
平成26年６月 当社取締役（現任）

竹
たけ
　 谷

や
　 佳

よし
　 久

ひさ
平成28年６月 当社取締役（現任）

元
もと
　 山

やま
　 耕

こう
　 一

いち
平成28年６月 当社取締役（現任）

北
きた
　 山

やま
　 裕

ひろ
　 康

やす
令和元年６月 当社取締役（現任）

第６号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額改定の件
当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）の報
酬額は平成28年６月28日開催の第74期定時株主総会において年額３億円以内とご決議
いただき今日に至っておりますが、執行役員制度の導入に伴う取締役員数の減少を考慮
して、取締役の報酬額を年額２億５千万円以内と改めさせていただきたいと存じます。
なお、現在の取締役は９名でありますが、第３号議案（取締役（監査等委員である取
締役を除く。）４名選任の件）が原案どおり承認可決されますと、本総会終結の時をも
って取締役の員数は４名となります。

以 上
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（添 付 書 類）
　

第78期 事 業 報 告
　

（平成31年４月１日から令和２年３月31日まで）
　
１．企業集団の現況に関する事項
（1）事業の経過及びその成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、米中貿易摩擦の影響により外需が伸び悩む中、内
需は堅調で景気は概ね横ばいで推移してきましたが、第４四半期より新型コロナウイルスの
感染拡大により、内外需とも急激に落ち込み、景気は悪化しました。これまで景気を下支え
していたインバウンド需要は激減しており、さらに、新型コロナウイルス感染拡大防止のた
め消費行動も自粛せざるを得ないなど、企業業績、個人消費ともに急減し、回復の時期が見
通せない状況となりました。
当社グループが属しておりますステンレス業界は、需要が減速していく中でも、市況が維
持できておりましたが、新型コロナウイルス感染拡大の影響により需要が急激に縮小し、回
復の時期も不透明な状態です。
このような状況下におきまして、当社グループの当連結会計年度における売上高は421億
60百万円（前年同期比4.2％減）となりました。販売数量の減少により、売上高は減収とな
っております。また収益面におきましては、材料価格の値上がりや数量の減少による工場稼
働率の低下により、営業利益は38億５百万円（前年同期比18.5％減）、経常利益は持分法に
よる投資利益等により、39億78百万円（前年同期比21.2％減）となりました。親会社株主
に帰属する当期純利益は、遊休不動産の売却益や投資有価証券の売却益、評価損等により、
29億68百万円（前年同期比13.0％減）となりました。

　
セグメント別の状況
（日本）
日本事業の売上高は404億44百万円（前年同期比4.3％減）、セグメント営業利益は36億
24百万円（前年同期比19.4％減）となりました。製品部門別の売上高は以下のとおりです。
ステンレス管部門は、配管用は製品価格が値上がりしたものの、流通の在庫調整等により
数量が伸び悩み、自動車向けも需要が減少し、売上高は213億８百万円（前年同期比5.0％
減）となりました。
ステンレス条鋼部門は、建材の数量が減少し、売上高は115億５百万円（前年同期比1.4
％減）となりました。
ステンレス加工品部門は、物干竿等の家庭用金物製品、給湯器用フレキ管ともに減少した
ため、売上高は17億１百万円（前年同期比9.7％減）となりました。
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鋼管部門は、建設仮設材用の需要が旺盛であったが後半に失速し、売上高は50億54百万
円（前年同期比2.8％減）となりました。
機械部門は、景気後退の影響を早めに受けるため、後半は販売台数が伸び悩み、売上高は
８億73百万円（前年同期比19.1％減）となりました。

（インドネシア）
インドネシア事業は、二輪向けが復調してきたため数量が増加し、売上高は13億61百万
円（前年同期比8.3％増）となりました。セグメント営業損益は59百万円の利益と、インド
ネシア進出以来初めての黒字となりました。

　
（その他）
その他事業の自転車販売は、不採算店２店を閉鎖し基幹店１店舗体制とスリム化したた
め、売上高は３億54百万円（前年同期比29.9％減）となり、セグメント営業損益は在庫処
分等により84百万円の損失となりました。

　
セグメント・製品部門別売上高

　

区 分 金 額 構 成 比 前連結会計年度増減率
日 本 百万円 ％ ％

ス テ ン レ ス 管 21,308 50.6 △ 5.0
ス テ ン レ ス 条 鋼 11,505 27.3 △ 1.4
ス テ ン レ ス 加 工 品 1,701 4.0 △ 9.7
鋼 管 5,054 12.0 △ 2.8
機 械 873 2.1 △ 19.1
イ ン ド ネ シ ア 1,361 3.2 8.3
そ の 他 354 0.8 △ 29.9

合 計 42,160 100.0 △ 4.2
（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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（2）設備投資等の状況
当連結会計年度の設備投資の額は、11億78百万円であります。主なものといたしまして
は、ステンレス管製造設備の新設及び改修、鋼管製造設備の新設であります。

（3）資金調達の状況
当連結会計年度中は、特記すべき資金調達は行っておりません。

（4）対処すべき課題
新型コロナウイルスの感染地域は世界全体へと拡大しており、終息の時期はいまだに見通
せない状況です。国内外ともに外出の制限や自粛により、経済活動は大きな打撃を受けてお
ります。製造業は一部生産をストップしている企業もあり、設備投資意欲は減退しておりま
す。また、建築工事も中断しているところがあるなど、当社を取り巻くほとんどの分野で大
きな影響が出ています。このような状況ではありますが、当社グループといたしましては新
型コロナウイルスの影響を最小限にとどめ、業績の確保に努めていきたいと存じます。

（5）財産及び損益の状況の推移
① 企業集団の財産及び損益の状況の推移

　

期別

区分

第 75 期 第 76 期 第 77 期 第 78 期
（当連結会計年度）

平成28年４月１日から
平成29年３月31日まで

平成29年４月１日から
平成30年３月31日まで

平成30年４月１日から
平成31年３月31日まで

平成31年４月１日から
令和２年３月31日まで

売 上 高（百万円） 39,042 42,214 44,012 42,160
経 常 利 益（百万円） 4,276 5,302 5,047 3,978
親会社株主に帰属する
当期純利益（百万円） 2,222 3,707 3,410 2,968

１株当たり当期純利益 272円86銭 460円31銭 431円08銭 376円99銭
総 資 産（百万円） 46,591 50,999 53,569 54,118
純 資 産（百万円） 33,116 36,179 38,461 40,293
１ 株 当 た り 純 資 産 4,096円76銭 4,547円77銭 4,895円34銭 5,131円39銭

　

（注）１．記載金額はそれぞれ単位未満を切り捨てて表示しております。
２．１株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式総数に基づき算出しております。また、１株当たり純資産は、期末発行済
株式総数に基づき算出しております。なお、期中平均発行済株式総数及び期末発行済株式総数については、自己株式数控除
後の株式数を用いております。
３．平成28年10月１日付で普通株式５株につき１株の割合で株式併合を実施しております。これに伴い、１株当たり当期純
利益及び１株当たり純資産につきましては、第75期の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、算定しております。
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② 当社の財産及び損益の状況の推移
　

期別

区分

第 75 期 第 76 期 第 77 期 第78期（当期）
平成28年４月１日から
平成29年３月31日まで

平成29年４月１日から
平成30年３月31日まで

平成30年４月１日から
平成31年３月31日まで

平成31年４月１日から
令和２年３月31日まで

売 上 高（百万円） 37,375 40,642 42,248 40,444
経 常 利 益（百万円） 4,321 5,294 5,043 3,867
当期純利益（百万円） 2,022 3,849 3,436 2,864
１株当たり当期純利益 248円35銭 477円90銭 434円30銭 363円76銭
総 資 産（百万円） 44,423 48,952 51,468 52,232
純 資 産（百万円） 31,532 34,697 37,017 38,952
１ 株 当 た り 純 資 産 3,905円23銭 4,364円70銭 4,714円70銭 4,963円85銭

　

（注）１．記載金額はそれぞれ単位未満を切り捨てて表示しております。
２．１株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式総数に基づき算出しております。また、１株当たり純資産は、期末発行済
株式総数に基づき算出しております。なお、期中平均発行済株式総数及び期末発行済株式総数については、自己株式数控除
後の株式数を用いております。
３．平成28年10月１日付で普通株式５株につき１株の割合で株式併合を実施しております。これに伴い、１株当たり当期純
利益及び１株当たり純資産につきましては、第75期の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、算定しております。

　
（6）重要な親会社及び子会社の状況（令和２年３月31日現在）
① 親会社との関係
該当する事項はありません。

　
② 重要な子会社の状況

　

会 社 名 資 本 金 当社の出資比率 主 要 な 事 業 内 容
モ リ 金 属 株 式 会 社 340 百万円 100.0 ％ ステンレス管及びその加工品の製造
関 東 モ リ 工 業 株 式 会 社 340 百万円 100.0 ステンレス管及びその加工品の製造
PT.MORY INDUSTRIES INDONESIA 17 百万USD 95.4 ス テンレス管の製造・販売

　

（注）１．当社の連結子会社は上記３社を含め５社であります。
２．関東モリ工業株式会社は、当社が100％出資しておりますモリ金属株式会社の100％出資子会社であり、関東モリ工業株
式会社に対する当社の出資比率は全て間接所有となっております。

　
③ 特定完全子会社の状況
該当する事項はありません。
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（7）主要な事業内容（令和２年３月31日現在）
当社グループはステンレス管、ステンレス条鋼、ステンレス加工品、鋼管、機械の製造・
販売を主な事業としております。

　
（8）主要な営業所及び工場（令和２年３月31日現在）

　

会 社 名 名 称 所 在 地

モ リ 工 業 株 式 会 社

本 店 大阪府河内長野市
本 社 事 務 所 大阪市中央区
東 京 支 店 東京都中央区
名 古 屋 支 店 名古屋市熱田区
埼 玉 営 業 所 埼玉県狭山市
新 潟 営 業 所 新潟県三条市
中 四 国 営 業 所 広島市東区
福 岡 営 業 所 福岡県糟屋郡
河 内 長 野 工 場 大阪府河内長野市
美 原 工 場 大阪府堺市美原区
泉 大 津 工 場 大阪府泉大津市

モ リ 金 属 株 式 会 社 本 店 大阪府河内長野市

関 東 モ リ 工 業 株 式 会 社
本 店 埼玉県狭山市
茨 城 工 場 茨城県常総市

PT.MORY INDUSTRIES INDONESIA 本 店 インドネシア西ジャワ州
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（9）従業員の状況（令和２年３月31日現在）
① 企業集団の従業員の状況

　

従 業 員 数 前連結会計年度末比増減
667 名 16 名増

　

（注）従業員数には臨時従業員を含んでおりません。
　
② 当社の従業員の状況

　

従 業 員 数 前期末比増減 平 均 年 齢 平均勤続年数
484 名 19 名増 41.0 歳 19.1 年

　

（注）従業員数は就業人員であり、他社への出向者及び臨時従業員を含んでおりません。

（10）主要な借入先（令和２年３月31日現在）
　

借 入 先 借 入 額
株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 1,000 百万円

株 式 会 社 り そ な 銀 行 600
株 式 会 社 京 都 銀 行 150
株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 150
大 同 生 命 保 険 株 式 会 社 20

　

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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２．会社の株式に関する事項（令和２年３月31日現在）
（1）発行可能株式総数 30,000,000株
（2）発行済株式の総数 7,847,247株（自己株式102,333株を除く。）
（3）株主数 3,179名
（4）大株主

　

株 主 名 持 株 数 持株比率
森 明 信 441 千株 5.63 ％

大 同 生 命 保 険 株 式 会 社 440 5.61
株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 391 4.98
株 式 会 社 り そ な 銀 行 335 4.27
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 305 3.89
株 式 会 社 メ タ ル ワ ン 260 3.31
G O L D M A N, S A C H S & C O . R E G 250 3.19
公 益 財 団 法 人 森 教 育 振 興 会 247 3.15
日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 217 2.78
Ｊ Ｆ Ｅ ス チ ー ル 株 式 会 社 201 2.57

　

（注）１．持株数は千株未満を切り捨てて表示しております。
２．持株比率は自己株式（102,333株）を控除して計算しております。

（5）自己株式の取得及び処分
① 自己株式の取得
・単元未満株式の買取りによる自己株式の取得
普通株式 379株
取得価額の総額 870,899円

・会社法第165条第２項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得
普通株式 66,800株
取得価額の総額 199,841,000円
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② 自己株式の処分
・譲渡制限株式付与のための自己株式の処分による減少
普通株式 63,600株
処分価額の総額 151,686,000円
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３．会社役員に関する事項
（1）取締役の氏名等（令和２年３月31日現在）

　

地 位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況
代 表 取 締 役 社 長 森 宏 明
常 務 取 締 役 松 本 秀 彦 技術・製造部門担当
常 務 取 締 役 浅 野 弘 明 営業部門担当
常 務 取 締 役 中 西 正 人 管理部門担当

取 締 役 森 信 司 関東モリ工業株式会社 代表取締役社長
株式会社シルベスト 代表取締役社長

取 締 役 桝 田 克 彦 中部・近畿地区営業・海外担当
取 締 役 竹 谷 佳 久 資材部長・鋼管営業部長
取 締 役 元 山 耕 一 品質保証部長
取 締 役 北 山 裕 康 第一製造部長
取締役（常勤監査等委員） 濵 﨑 貞 信

取締役（監査等委員） 小 池 裕 樹
さくら法律事務所 代表弁護士
シード平和株式会社 社外監査役
ミートフーズサービス株式会社 監査役
大同化工機工業株式会社 社外取締役

取締役（監査等委員） 林 修 一

林公認会計士事務所 代表
株式会社トータル・プランニング・サービス 代表取締役社長
株式会社大阪第一食糧 社外取締役
大阪地下街株式会社 社外監査役
株式会社みどりトータル・ヘルス研究所 監査役
株式会社久我 監査役
富士化学株式会社 監査役

取締役（監査等委員） 岩 崎 泰 史 岩崎泰史公認会計士事務所 代表
　

（注）１．取締役（監査等委員）小池裕樹氏、林修一氏及び岩崎泰史氏は、社外取締役であり、東京証券取引所に対し、独立役員と
して届け出ております。
２．取締役（監査等委員）林修一氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を
有するものであります。
３．取締役（監査等委員）岩崎泰史氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見
を有するものであります。
４．当社は、監査等委員の監査・監督機能を強化し、取締役（監査等委員を除く）からの情報収集及び重要な社内会議におけ
る情報共有並びに内部監査部門と監査等委員会との十分な連帯を可能にするため、濵﨑貞信氏を常勤の監査等委員として選
定しております。
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（2）取締役の報酬等の総額
　

区 分 対 象 人 員 報 酬 額
取締役（監査等委員を除く） 10 名 257 百万円

取締役（監査等委員）
（うち社外取締役）

4
（ 3）

34
（ 16）

計 14 291
　

（注）１．平成28年６月28日開催の第74期定時株主総会において、取締役（監査等委員を除く）の報酬額を年額300百万円以内、
令和元年６月26日開催の第77期定時株主総会において、取締役（監査等委員）の報酬額を年額50百万円以内と決議いただ
いております。
２．上記報酬等の総額には、当事業年度において計上した役員退職慰労引当金21百万円（取締役（監査等委員を除く）10名
に対し19百万円、取締役（監査等委員）４名に対し２百万円）を含んでおります。
３．当事業年度末現在の人員は、取締役（監査等委員を除く）９名、取締役（監査等委員）４名であります。上記の支給人員
と相違しているのは、令和元年６月26日開催の第77期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役（監査等委員を除く）
１名を含んでいるからであります。

　
（3）社外役員に関する事項
① 重要な兼職先と当社との関係

　

区 分 氏 名 兼 職 状 況

取 締 役
（監査等委員） 小 池 裕 樹

さくら法律事務所 代表弁護士
シード平和株式会社 社外監査役
ミートフーズサービス株式会社 監査役
大同化工機工業株式会社 社外取締役

取 締 役
（監査等委員） 林 修 一

林公認会計士事務所 代表
株式会社トータル・プランニング・サービス 代表取締役社長
株式会社大阪第一食糧 社外取締役
大阪地下街株式会社 社外監査役
株式会社みどりトータル・ヘルス研究所 監査役
株式会社久我 監査役
富士化学株式会社 監査役

取 締 役
（監査等委員） 岩 崎 泰 史 岩崎泰史公認会計士事務所 代表

　

（注）１．取締役（監査等委員）小池裕樹氏が所属しているさくら法律事務所と当社は法律顧問契約を締結しており、過去３年間の
平均でその年間取引金額は10百万円未満であり、かつ、さくら法律事務所の年間売上高の１％未満となっております。ま
た、小池裕樹氏はシード平和株式会社の社外監査役、ミートフーズサービス株式会社の監査役及び大同化工機工業株式会社
の社外取締役を兼職しておりますが、当社と同社の間には重要な取引その他の関係はありません。
２．取締役（監査等委員）林修一氏、岩崎泰史氏が兼職している他の法人等と当社の間には重要な取引その他の関係はありま
せん。

　

2020年05月21日 15時36分 $FOLDER; 19ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）



招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

監
査
報
告
書

― 20 ―

② 当事業年度における主な活動状況
　

区 分 氏 名 主 な 活 動 状 況

取 締 役
（監査等委員） 小 池 裕 樹

当事業年度開催の取締役会13回全てに出席し、また、監査等委員会
14回全てに出席し、主に弁護士としての専門的見地からの発言を行っ
ております。

取 締 役
（監査等委員） 林 修 一

当事業年度開催の取締役会13回全てに出席し、また、監査等委員会
14回全てに出席し、主に公認会計士及び税理士としての専門的見地か
らの発言を行っております。

取 締 役
（監査等委員） 岩 崎 泰 史

当事業年度開催の取締役会13回全てに出席し、また、監査等委員会
14回全てに出席し、主に公認会計士及び税理士としての専門的見地か
らの発言を行っております。

　
③ 責任限定契約の内容の概要
当社は、取締役（監査等委員）小池裕樹氏、林修一氏及び岩崎泰史氏との間で会社法第
423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任
限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額であります。

　
４．会計監査人に関する事項
（1）会計監査人の名称

EY新日本有限責任監査法人
　
（2）当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

　

区 分 報 酬 額
① 当社が支払うべき会計監査人としての報酬等の額 31 百万円

② 当社及び子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 31
　

（注）１．監査等委員会は、会計監査人の報酬の前提となっている監査計画の方針・内容、見積りの算出根拠等を確認し、当該内容
について社内関係部署から必要な報告を受け、検証した結果、当社の会計監査を実施するうえでいずれも妥当なものである
と判断したため、会計監査人の報酬等の額について同意いたしました。
２．当社と会計監査人との間の監査契約において、「会社法」に基づく監査と「金融商品取引法」に基づく監査の監査報酬の
額を区分しておらず、実質的にも区分できないため、①の金額にはこれらの合計額を記載しております。
３．当社の重要な子会社のうち、PT.MORY INDUSTRIES INDONESIAは、当社の会計監査人以外の監査法人（外国における
これらの資格に相当する資格を有する者を含む）の監査を受けております。
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（3）非監査業務の内容
該当する事項はありません。

　
（4）会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

会社法第340条第１項各号に定める事由に該当することなどにより計算関係書類の監査に
重大な支障が生じることが合理的に予想されるときは、監査等委員会は、全員の同意をもっ
て会計監査人を解任いたします。
また、会計監査人の職務遂行体制、監査能力、専門性等が当社にとって不十分であると判
断したとき、又は会計監査人を交代することにより当社にとってより適切な監査体制の整備
が可能であると判断したときは、監査等委員会は、会計監査人の不再任に関する議案を株主
総会に提出いたします。
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５．業務の適正を確保するための体制
（1）当社グループの取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する

ための体制
① 当社グループは、社員ハンドブック及びコンプライアンス規程の順守を全ての取締役及
び使用人に対し、周知徹底を図る。
② 取締役数名で構成する承認機関としてのコンプライアンス委員会と、施策の実施・推進
を行うコンプライアンス統括部を設置し、必要に応じて取締役会に報告し、コンプライア
ンス体制の確立を図る。
③ 法令違反行為等の早期発見と是正のために内部通報制度をより有効に機能させる。
④ 監査室による内部監査を充実させ、内部統制の有効性、適切性を確保する。

　
（2）当社グループの取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

法令及び社内規程に基づき、総務部（一部は経理部）が情報の適正な保存及び管理を行
い、取締役はこれらの情報を必要なときに閲覧できる。

　
（3）当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
① 管理部にてリスク管理を行い、管理部門担当取締役が必要に応じて取締役会に報告す
る。
② リスクをカテゴリー別に重要性の検証を行い、重要性の高いものについては個々に定め
ている規程を全社的なリスク管理規程として集大成し、重要性の低いものについては、
個々の担当部門で規程の見直しを行う。

　
（4）当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

定例の取締役会において取締役会規則に基づき、経営の基本方針、経営計画書、その他経
営に関する重要事項を決定し、業務執行状況を監督するものとする。また、必要な場合には
取締役会を臨時に開催する。

　
（5）当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
① 子会社の代表者は、当社取締役が兼務するか又は使用人を代表者とした場合はその担当
取締役を定め、当社取締役の経営判断が的確に伝わるとともに当社取締役会に子会社の状
況が報告されるようにする。
② 子会社の業務執行における判断基準となるべき指針は、当社の関係する業務執行部門又
は業務担当部門が作成又は承認し、担当取締役に報告する。
③ 監査室による内部監査の実施により、子会社の内部統制の有効性、適切性を確保する。
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（6）当社の監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの
独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
① 監査室に所属する使用人が、監査等委員会の職務の補助業務を担当する。
② 当該使用人の人事的処遇に関しては、監査等委員会の同意がなければ処遇できないもの
とする。
③ 当該使用人は、当社の就業規則に従うが、指揮命令権は監査等委員会に属するものとす
る。

　
（7）当社グループの取締役及び使用人等が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等

委員会への報告に関する体制、報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないこと
を確保するための体制
① 当社グループの取締役及び使用人等は、当社グループに損害を及ぼす恐れのある事実そ
の他事業運営上の重要事項を適時、適切な方法により監査等委員会に報告するものとす
る。
② 当社の監査室は、監査の結果を適時、適切な方法により監査等委員会に報告するものと
する。
③ コンプライアンス規程及び内部通報規程に基づき、監査等委員会への報告を理由に当該
報告者に不利益を及ぼさない体制を整備する。

　
（8）その他監査等委員会の監査が実効的に行われていることを確保するための体制
① 監査等委員がその職務の執行について生ずる費用の前払又は償還等の請求をしたとき
は、当該請求が監査等委員の職務の執行に必要ないと認められた場合を除き、速やかに当
該費用又は債務を処理する。
② 監査等委員会が、代表取締役或いは管理部門担当取締役と定期的に意見交換を行う機会
を確保する。
③ 監査等委員会は、会計監査人である監査法人と監査業務について緊密な情報交換を行う
など連携を図る。

　
（9）反社会的勢力を排除するための体制

当社グループは反社会的勢力とは一切の関係を遮断するとともに、警察等の外部専門機関
と緊密に連携し、グループ全社を挙げて毅然とした態度で対応する。
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６．業務の適正を確保するための体制の運用状況
（1）当社グループの取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する

ための体制
コンプライアンス委員会を年１回開催し、法令及び社内規程の順守状況を審議し、必要に
応じてコンプライアンス体制の見直しを行いました。

　
（2）当社グループの取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

総務部（一部は経理部）にて法令及び社内規程に基づき、適正に保存及び管理を行ってい
ます。

　
（3）当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制

リスクをカテゴリー別に重要性の検証を行いました。
　
（4）当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

取締役会を年13回開催し、業務執行状況を監督いたしました。
　
（5）当社グループにおける業務の適正を確保するための体制

子会社の業務報告会を年12回開催いたしました。また、監査室による子会社の内部監査
を実施いたしました。

　
（6）当社の監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの

独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員会の職務を補助するものとして、監査室に監査等委員会の担当者を配置してい
ます。

　
（7）当社グループの取締役及び使用人等が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等

委員会への報告に関する体制、報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないこと
を確保するための体制
監査室は、監査等委員会と毎月情報交換することにより、内部通報等の運用状況を報告し
ています。

　
（8）その他監査等委員会の監査が実効的に行われていることを確保するための体制

監査等委員会は取締役会への出席の他、代表取締役或いは管理部門担当取締役と年４回会
合を開催いたしました。また、会計監査人に監査等委員会への出席を求め、年４回情報交換
を行いました。

　
（9）反社会的勢力を排除するための体制

総務部及び管理部にて警察等の外部専門機関と連携し、情報の収集を行っています。
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連 結 貸 借 対 照 表
　

（令和２年３月31日現在） （単位：百万円）
　

科 目 金 額 科 目 金 額
（資 産 の 部） （負 債 の 部）

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
受 取 手 形 及 び 売 掛 金
電 子 記 録 債 権
た な 卸 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物 及 び 構 築 物
機 械 装 置 及 び 運 搬 具
工 具、 器 具 及 び 備 品
土 地
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定
無 形 固 定 資 産
そ の 他
投資その他の資産
投 資 有 価 証 券
長 期 貸 付 金
退 職 給 付 に 係 る 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

33,749
8,944
10,625
3,785
10,198
210

△ 14
20,369
15,065
2,848
3,899
117
7,722
10
465
22
22

5,281
2,979

8
1,356
946

△ 8

流 動 負 債 11,399
支 払 手 形 及 び 買 掛 金 2,958
電 子 記 録 債 務 5,196
短 期 借 入 金 450
１年内返済予定の長期借入金 186
リ ー ス 債 務 5
未 払 法 人 税 等 635
賞 与 引 当 金 381
そ の 他 1,587

固 定 負 債 2,425
長 期 借 入 金 1,300
繰 延 税 金 負 債 411
リ ー ス 債 務 5
役 員 退 職 慰 労 引 当 金 226
環 境 対 策 引 当 金 55
退 職 給 付 に 係 る 負 債 182
そ の 他 243
負 債 合 計 13,825

（純 資 産 の 部）
株 主 資 本 39,232
資 本 金 7,360
資 本 剰 余 金 7,659
利 益 剰 余 金 24,519
自 己 株 式 △ 306
その他の包括利益累計額 1,034
その他有価証券評価差額金 533
為 替 換 算 調 整 勘 定 494
退職給付に係る調整累計額 6
非 支 配 株 主 持 分 25
純 資 産 合 計 40,293

資 産 合 計 54,118 負 債 純 資 産 合 計 54,118
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連 結 損 益 計 算 書
　

（平成31年４月１日から令和２年３月31日まで） （単位：百万円）
　

科 目 金 額
売 上 高 42,160
売 上 原 価 32,760
売 上 総 利 益 9,400
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 5,594
営 業 利 益 3,805
営 業 外 収 益
受 取 利 息 14
受 取 配 当 金 63
持 分 法 に よ る 投 資 利 益 165
そ の 他 53 296

営 業 外 費 用
支 払 利 息 8
売 上 割 引 25
為 替 差 損 74
そ の 他 14 123
経 常 利 益 3,978
特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益 351
投 資 有 価 証 券 売 却 益 82 433

特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損 22
投 資 有 価 証 券 売 却 損 4
投 資 有 価 証 券 評 価 損 124 151

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 4,261
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 1,281
法 人 税 等 調 整 額 10 1,292
当 期 純 利 益 2,968
非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 0
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 2,968
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連結株主資本等変動計算書
　

（平成31年４月１日から令和２年３月31日まで） （単位：百万円）
　

株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 7,360 7,703 22,258 △ 301 37,021
当期変動額
剰余金の配当 △ 708 △ 708
親会社株主に帰属する
当期純利益 2,968 2,968

自己株式の取得 △ 200 △ 200
自己株式の処分 △ 43 195 151
株主資本以外の項目
の当期変動額（純額）
当期変動額合計 ― △ 43 2,260 △ 5 2,211
当期末残高 7,360 7,659 24,519 △ 306 39,232
　

その他の包括利益累計額
非支配
株主持分 純資産合計その他

有価証券
評価差額金

為替換算
調整勘定

退職給付
に係る
調整累計額

その他の
包括利益
累計額合計

当期首残高 705 540 168 1,414 26 38,461
当期変動額
剰余金の配当 △ 708
親会社株主に帰属する
当期純利益 2,968

自己株式の取得 △ 200
自己株式の処分 151
株主資本以外の項目
の当期変動額（純額） △ 171 △ 45 △ 161 △ 379 △ 0 △ 379

当期変動額合計 △ 171 △ 45 △ 161 △ 379 △ 0 1,831
当期末残高 533 494 6 1,034 25 40,293
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貸 借 対 照 表
　

（令和２年３月31日現在） （単位：百万円）
　

科 目 金 額 科 目 金 額
（資 産 の 部） （負 債 の 部）

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
電 子 記 録 債 権
売 掛 金
た な 卸 資 産
前 払 費 用
１年内回収予定の関係会社長期貸付金
未 収 入 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
構 築 物
機 械 及 び 装 置
車 両 運 搬 具
工 具、 器 具 及 び 備 品
土 地
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定
無 形 固 定 資 産
そ の 他
投資その他の資産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
出 資 金
長 期 貸 付 金
関 係 会 社 長 期 貸 付 金
長 期 前 払 費 用
前 払 年 金 費 用
保 険 積 立 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金

33,136
8,578
2,983
3,785
7,688
8,720
94
909
611
1

△ 237
19,096
11,480
1,656
285
3,117

3
97

5,877
4

438
19
19

7,596
2,237
944
0
8

2,488
98

1,232
652
116

△ 180

流 動 負 債 11,057
支 払 手 形 16
電 子 記 録 債 務 5,172
買 掛 金 2,956
短 期 借 入 金 400
１年内返済予定の長期借入金 186
リ ー ス 債 務 1
未 払 金 178
未 払 費 用 782
未 払 法 人 税 等 624
前 受 金 0
預 り 金 39
賞 与 引 当 金 330
未 払 消 費 税 等 161
そ の 他 208

固 定 負 債 2,222
長 期 借 入 金 1,300
繰 延 税 金 負 債 275
リ ー ス 債 務 2
退 職 給 付 引 当 金 168
役 員 退 職 慰 労 引 当 金 226
環 境 対 策 引 当 金 55
資 産 除 去 債 務 136
そ の 他 57
負 債 合 計 13,280

（純 資 産 の 部）
株 主 資 本 38,418
資 本 金 7,360
資 本 剰 余 金 7,662
資 本 準 備 金 7,705
そ の 他 資 本 剰 余 金 △ 43
利 益 剰 余 金 23,703
利 益 準 備 金 901
そ の 他 利 益 剰 余 金 22,801
繰 越 利 益 剰 余 金 22,801

自 己 株 式 △ 306
評価・換算差額等 533
その他有価証券評価差額金 533
純 資 産 合 計 38,952

資 産 合 計 52,232 負 債 純 資 産 合 計 52,232
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損 益 計 算 書
　

（平成31年４月１日から令和２年３月31日まで） （単位：百万円）
　

科 目 金 額
売 上 高 40,444
売 上 原 価 31,373
売 上 総 利 益 9,070
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 5,399
営 業 利 益 3,671
営 業 外 収 益
受 取 利 息 71
受 取 配 当 金 236
受 取 賃 貸 料 115
そ の 他 40 463

営 業 外 費 用
支 払 利 息 8
貸 倒 引 当 金 繰 入 額 172
売 上 割 引 25
減 価 償 却 費 11
不 動 産 賃 貸 費 用 14
為 替 差 損 29
そ の 他 8 266
経 常 利 益 3,867
特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益 351
投 資 有 価 証 券 売 却 益 82 433

特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損 22
投 資 有 価 証 券 売 却 損 4
投 資 有 価 証 券 評 価 損 124 151

税 引 前 当 期 純 利 益 4,149
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 1,272
法 人 税 等 調 整 額 13 1,285
当 期 純 利 益 2,864
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株主資本等変動計算書
　

（平成31年４月１日から令和２年３月31日まで） （単位：百万円）
　

株主資本

資本金
資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 利益準備金
その他利益剰余金

利益剰余金合計
繰越利益剰余金

当期首残高 7,360 7,705 ― 7,705 901 20,645 21,547
当期変動額
剰余金の配当 △ 708 △ 708
当期純利益 2,864 2,864
自己株式の取得
自己株式の処分 △ 43 △ 43
株主資本以外の項目
の当期変動額（純額）
当期変動額合計 ― ― △ 43 △ 43 ― 2,156 2,156
当期末残高 7,360 7,705 △ 43 7,662 901 22,801 23,703
　

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式 株主資本合計

その他
有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

当期首残高 △ 301 36,311 705 705 37,017
当期変動額
剰余金の配当 △ 708 △ 708
当期純利益 2,864 2,864
自己株式の取得 △ 200 △ 200 △ 200
自己株式の処分 195 151 151
株主資本以外の項目
の当期変動額（純額） △ 171 △ 171 △ 171

当期変動額合計 △ 5 2,107 △ 171 △ 171 1,935
当期末残高 △ 306 38,418 533 533 38,952
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本
独立監査人の監査報告書

令和２年５月26日
モ リ 工 業 株 式 会 社
取 締 役 会 御 中

EY新日本有限責任監査法人
大阪事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 仲 昌 彦 ㊞

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 福 竹 徹 ㊞

監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、モリ工業株式会社の平成31年４月１日から令和
２年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株
主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、モリ工業株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益
の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監
査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手したと判断している。

連結計算書類に対する経営者並びに監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。
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連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重
要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書
類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又
は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があ
ると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報
告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類
の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連
結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な
監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。
監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
害関係はない。

以 上
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会計監査人の監査報告書 謄本
独立監査人の監査報告書

令和２年５月26日
モ リ 工 業 株 式 会 社
取 締 役 会 御 中

EY新日本有限責任監査法人
大阪事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 仲 昌 彦 ㊞

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 福 竹 徹 ㊞

監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、モリ工業株式会社の平成31年４月１日か
ら令和２年３月31日までの第78期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
したと判断している。

計算書類等に対する経営者並びに監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。
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計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が
認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告
書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記
事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人
の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継
続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書
類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査等委員会の監査報告書 謄本

監 査 報 告 書

　当監査等委員会は、平成31年４月１日から令和２年３月31日までの第78期事業年度の取締役の職務の執
行について監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

１．監査の方法及びその内容
　監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内
容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）の状況について取締役及び使用人等
からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明すると
ともに、下記の方法で監査を実施しました。
① 監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携の上、重要な会
議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を
求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しまし
た。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に
応じて子会社から事業の報告を受けました。
② 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するととも
に、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、
会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各
号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って
整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益
計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照
表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。
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２．監査の結果
（1）事業報告等の監査結果
① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認め
ます。
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められま
せん。
③ 内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制シ
ステムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められ
ません。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3）連結計算書類の監査結果
会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

令和２年５月29日
モリ工業株式会社 監査等委員会
監 査 等 委 員 濵 﨑 貞 信 ㊞
監 査 等 委 員 小 池 裕 樹 ㊞
監 査 等 委 員 林 修 一 ㊞
監 査 等 委 員 岩 崎 泰 史 ㊞

（注）監査等委員小池裕樹、林修一及び岩崎泰史は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に規定する
社外取締役であります。

　

　以 上
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環境に配慮し、植物油インキを使用しております。

令和２年６月25日（木曜日）午前10時

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、株主様には可能な限り書面による議
決権の事前行使をお願い申しあげるとともに、当日のご出席を検討されてい
る株主様におかれましては、当日までの健康状態にもご留意いただき、くれぐ
れもご無理なされないようにお願いいたします。

大阪府河内長野市楠町東1615番地
当社本店４階ホール

https://www.mory.co.jp/

交通のご案内
南海高野線「千代田駅」より 徒歩約３分

日時

場所

千
代
田
駅

高
野
街
道

南
海
高
野
線

千代田
郵便局

河内長野市立
楠小学校

りそな銀行
河内千代田支店

当社本店

大阪暁光
高等学校

おおさかちよだ
保育園

千代田団地

株主総会会場
ご案内図

※�南海高野線難波駅から千代田駅の乗車時間は、急行・区間急行で約35分です。�
なお、急行をご利用の場合は、北野田駅又は金剛駅にて各停にお乗り換えください。
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